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平成28年10月31日（月曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・平成29年度における重点施策について

・県内企業優先発注及び県産品の優先使用等に

係る実施方針の平成27年度の実績等について

・平成27年国勢調査結果について

・宮崎県文化賞の受賞者について

・若山牧水賞の受賞者について

・平成29年度当初予算編成方針について

・宮崎県総合防災訓練の実施状況について

・宮崎県備蓄基本指針（案）について

出席委員（７人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野 一 則

委 員 日 高 博 之

委 員 満 行 潤 一

委 員 来 住 一 人

欠席委員（１人）

委 員 星 原 透

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総合政策部次長 井 手 義 哉
（政策推進担当）

総合政策部次長 松 岡 弘 高
（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 松 浦 直 康

秘 書 広 報 課 長 中 原 光 晴

広 報 戦 略 室 長 藤 山 雅 彦

統 計 調 査 課 長 丸 田 勉

総 合 交 通 課 長 野 口 和 彦

中山間・地域政策課長 奥 浩 一

フードビジネス
重黒木 清

推 進 課 長

生 活 ・ 協 働 ・
弓 削 博 嗣

男 女 参 画 課 長

交通・地域安全対策監 壹 岐 幸 啓

文 化 文 教 課 長 神 菊 憲 一

人権同和対策課長 工 藤 康 成

情 報 政 策 課 長 蕪 美知保

総務部

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危機管理統括監 畑 山 栄 介

総 務 部 次 長
郡 司 宗 則

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
田 中 保 通

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
平 原 利 明

兼危機管理課長

部参事兼総務課長 上 山 伸 二

防災拠点庁舎整備室長 志 賀 孝 守

人 事 課 長 吉 村 久 人

行 政 経 営 課 長 小 田 光 男

財 政 課 長 川 畑 充 代

税 務 課 長 髙 林 宏 一

部参事兼市町村課長 藪 田 亨

総務事務センター課長 大田原 節 郎

消 防 保 安 課 長 福 栄 芳 政

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

平成28年10月31日(月)
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総務課主任主事 日 髙 真 吾

○二見委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、本日は星原委員が公務のため欠席して

おりますので御了承願います。執行部入室のた

め、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

それでは、報告事項の説明を求めます。なお、

委員の質疑は執行部の説明が終了した後にお願

いします。

○永山総合政策部長 総合政策部でございます。

どうぞよろしくお願いをいたします。

まず、お礼を申し上げます。まず初めに、先

日、山本地方創生担当大臣が来県された際には、

意見交換会に星原議長に御出席をいただきまし

た。ありがとうございました。

また、先般行われましたスポーツランドみや

ざき特別表彰の表彰式及び県民栄誉特別賞・県

民栄誉賞授賞式におきましても、星原議長、二

見委員長を初め、委員の皆様方にはお忙しい中、

それぞれ御出席をいただきました。ありがとう

ございました。この場をおかりしてお礼を申し

上げます。

次に、資料はございませんけれども、先週、

高千穂町で行われました衆議院環太平洋パート

ナーシップ協定等に関する特別委員会の地方公

聴会について御報告をいたします。

この地方公聴会は、環太平洋パートナーシッ

プ協定の締結等について意見を聞くために行わ

れたものですが、知事が意見陳述者として出席

をし、本県の実情について述べ、情勢の変化に

応じた政策の必要な見直しを含め、万全の対策

を要望いたしました。

ＴＰＰ協定は、本県の農林水産業、商工業を

中心に、幅広く県内産業、県民生活に影響を与

えることが想定されますことから、今後とも各

部局連携して対策を講じていくこととしており

ます。

それでは、本日報告する内容につきまして説

明をいたします。お手元にお配りをしておりま

す常任委員会資料の表紙をお開きいただき、目

次をごらんください。

今回は、平成29年度における重点施策のほか、

その他の報告事項が５件でございます。詳細に

つきましては、担当課長から説明をいたします。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○松浦総合政策課長 私からは、２件の御報告

をさせていただきます。

委員会資料の１ページをごらんいただきたい

と思います。

平成29年度における重点施策についてという

ことで、来年度予算の編成をこれから進めてい

くに当たりまして、重点的に取り組む事項につ

いての考え方をまとめております。

書き出しのところにございますけれども、本

県の合計特殊出生率は全国第３位という状況で

はありますけれども、先般公表されました平成27

年の国勢調査の結果を見ますと、人口減少のス

ピードについて、なかなか歯どめがかかってい

平成28年10月31日(月)
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ない状況がございます。

また、来年度は、現在進めております県の総

合計画のアクションプランの折り返しになると

いうことがありますので、改めてこの問題にしっ

かりと取り組む必要があると考えております。

このためと書いておりますけれども、以下に

掲げます３つのテーマというのをしっかり取り

組んでいこうということでありまして、あわせ

まして文化・スポーツ施策について、もっとしっ

かりやるべきだというような政策評価の結果等

もありますし、また、東九州自動車道などイン

フラの整備が進んできておりまして、そういっ

た効果を最大限に引き出していくというような

視点も踏まえながら、長期的な視点を持って、

そして、今何をすべきかというような意味での、

未来志向の地方創生に取り組んでまいりたいと

考えております。

まず、１つ目のテーマでありますが、人口減

少対策と中山間地域対策の強化であります。今、

申し上げましたように、人口問題に改めて取り

組んでいく必要があると考えておりますが、そ

の中で（１）にありますように、国勢調査の結

果等を見ますと、やはり若者の県外流出という

ところが最大の課題ではないかと考えておりま

すので、ここについて、解決を図っていく糸口

を見つけていきたいと考えております。

そのほか、（２）の都市との交流促進、あるい

は子育て支援とワークライフバランスの充実強

化、さらに持続可能な中山間地域の暮らしづく

りといったものに取り組んでまいりたいと考え

ております。

２つ目であります。世界ブランドのみやざき

づくりの推進でありますが、説明のところにあ

りますように、世界農業遺産でありますとか、

ユネスコエコパーク、こういったものを地域づ

くりにいかに生かしていくのかというところが、

今、大きな課題だろうと思っております。

（２）にありますように、新たな地域資源の

掘り起しや再評価というところも関連してまい

りますけれども、こういった地域の資源につき

まして、学術的な調査等をもう一回しっかりや

ることによって、新しい価値づけができるので

はないかと考えておりますので、そういったブ

ランディングを改めて行うというような作業も

やってみたいと考えております。

（３）にありますように、２巡目の国体、全

国障害者スポーツ大会、それから国民文化祭・

全国障害者芸術文化祭等も今後予定されますの

で、そういったものに向けた準備も進めていく

必要があると考えております。

３つ目のテーマでありますが、成長産業の育

成加速化と新たな産業づくりであります。人口

減少対策にも絡んでくる話ではあるんですけれ

ども、やはり本県の強みや特性を生かして、ど

うやって成長産業をつくっていくのかというこ

とで、これまで取り組んできておりますが、フ

ードビジネスあるいはメディカルバレー構想、

そういったものをさらに進めてまいりたいと考

えております。

また、産地の食品加工について、もう少し取

り組みを進めていきますとか、あるいは、そう

いった加工とか販売といったところまでをある

程度視野に入れた産地経営体の育成、そういっ

たものにも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

（２）でありますが、そういった中で、いか

に宮崎県内の企業を育てていくのかという視点

も必要であると考えておりますので、中核企業

の育成、あるいは産業人材の育成などに取り組

んでまいりたいと考えております。
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（３）にありますように、次の時代の新たな

産業というものもつくっていく必要があると考

えておりますので、最先端の技術の導入、活用

といったところの検討でありますとか、あるい

は宮崎版の観光ＤＭＯの展開、スポーツヘルス

ケア産業の振興というか、そういったものにつ

いて取り組んでまいりたいと考えておりまして、

こういった考え方に基づきまして、来年度予算

の構築をやってまいりたいと考えております。

次の、２ページをごらんいただけますでしょ

うか。御報告の２つ目でございます。「県内企業

優先発注及び県産品の優先使用等に係る実施方

針」の平成27年度の実績等についてであります。

広い意味での地産地消を県からしっかりやっ

ていくという意味合いで、書き出しにございま

すけれども、この実施方針というものを平成26

年２月に策定をしております。これに基づいた

昨年度の実績を取りまとめたものでございます。

なお書きにありますが、今回の御説明の中につ

きましては、調査対象を知事部局から全部局に

拡大をいたしました。

また、県内の支店等を含む県内発注率という

ものもあわせて算出いたしますなど、少し細か

なところまで調査をしたところでございます。

中身を御説明いたしますが、２の27年度の実

績と主な取り組みのところをごらんいただきた

いと思います。表にありますように、公共工事

につきまして、建設工事につきまして金額ベー

スで申し上げますと、表の真ん中あたりのとこ

ろで網かけが少ししてあると思いますが、県内

企業への発注率が93.1％でありました。それか

ら、その下の建設工事関連の業務委託につきま

しては70.5％でありました。下請負人の活用に

つきましては77.4％、建設資材の調達につきま

しては89.0％でありました。それから、集計の

ベースが昨年度と違っておりますので、昨年度

との比較をしていただくために、右のほうに表

をつけております。また、改めて後ほどごらん

いただければと思っております。

②の主な取り組みであります。県内発注を引

き上げていくような取り組みができないかとい

うことで行っておりまして、アにありますよう

に、なかなか技術的に難しいようなものにつき

ましても、県内企業の参入を進めていくために、

研修等を実施しているところでございます。

それから、特に今年度からでありますが、エ

にありますように、総合評価落札方式の評価項

目といたしまして、地産地消を評価する項目を

設定をしているところでございまして、こういっ

た取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

次の３ページをごらんいただきたいと思いま

す。（２）の情報システムの調達の関係でござい

ます。実績は表にありますように、金額ベース

で13.2％が県内企業ということになっておりま

す。かなり低いのではないかという印象でもあ

りますけれども、例えば税でありますとか、土

木の積算システムでありますとか、なかなか内

容的に難しいものが入ってきておりますので、

こういう形になっております。

県内に支店等を含む発注率ということになっ

てまいりますと51.6％ということで、そういう

数字にはなってきておりますけれども、やはり

このあたりはこれからの課題であろうと思って

おります。

②の主な取り組みでありますけれども、例え

ば一定の入札可能業者というのがあるような場

合につきましては、県内の本店、または支店を

置くような業者に限定するような地域要件等を

設定いたしますとか、それからイにありますよ
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うに、企画コンペでありますとか、総合評価落

札方式におきまして、県内企業との協業を評価

するような項目を設定いたしますとか、そうい

うような取り組みを進めているところでござい

ます。

（３）の物品等調達関係であります。実績に

つきましては、表にありますように金額ベース

で県内企業22.7％となっております。ここも少

し低いのではないかというイメージがあります

けれども、表の欄外に下のほうに※がございま

す。物品調達につきましては、契約金額の約８

割が病院局という状況でございまして、病院局

の中では、なかなか県内の企業で取り扱いがな

いような医療の機器でありますとか、医薬品、

そういったものの契約が多いということで、こ

ういう状況になっております。

右のほうの表の知事部局を見ていただきます

と74.5％ということで、それなりの数字は確保

できているのではないかと思っております。

②の主な取り組みでありますが、アにありま

すように、条件付一般競争入札におきまして地

域要件を設定いたしますとか、イにありますよ

うに100万円以上の印刷物の契約につきまして、

一部下請の事前承認制を導入いたします。そう

いうような取り組みを、今、進めているところ

でございます。

（４）その他の分野であります。表にござい

ますように、工事、情報関係を除く業務委託に

つきましては、金額ベースで県内企業発注が77.8

％、それから、下のほうにありますが、使用賃

借─リースですね─等につきましては、金

額ベースで39.4％となっております。ここもや

や低いのかなということがありますけれども、

これにつきましても、例えば専門性の高い装置

のリース等がございますので、こういうような

状況ではあります。

取り組みといたしましては、各部局あるいは

出先機関に対しまして、文書あるいは会議等を

通じまして、この考え方、あるいはその実施方

針の内容について周知を図っているところでご

ざいます。

３の今後の取り組み方針でありますが、（１）

にありますように、やはり各部局に対しまして、

この実施方針の内容あるいは考え方といったも

のをしっかり周知をしていかなければならない

と思っておりますし、あわせて関係団体あるい

は経済団体等に対しましても、引き続き要請を

してまいりたいと考えております。

それから、（２）にありますけれども、情報シ

ステム調達関係につきまして、なかなか技術的

に難しい部分がございますけれども、何とか分

離・分割発注という形が一部でもできないかと

いうことで、そういった検討を進めてまいりた

い、そのような取り組みも今後必要になってく

るというふうに考えているところでございます。

やはり、地産地消をまず県からやっていくとい

う考え方に基づきまして、こういった取り組み

をさらに進めてまいりたいと考えております。

私からは以上でございます。

○丸田統計調査課長 統計調査課でございます。

常任委員会資料の４ページをお開きください。

平成27年国勢調査の結果について、御説明をい

たします。

まず、１の調査の概要でございますけれども、

昨年10月１日を調査日といたしまして、国内に

住んでいる全ての人と世帯を対象に実施をした

ところでございます。

２の今回の公表内容にございますように、先

週10月26日に国のほうで人口等基本集計の結果

を公表されまして、人口及び世帯数の確定値が
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明らかとなったところでございます。

今回の主な集計内容は、総人口や総世帯数な

ど記載のとおりでございますけれども、これを

受けまして、本県関係の内容につきまして取り

まとめを行いまして、本日御報告をさせていた

だくものでございます。

３の今後の主な結果公表予定でございますけ

れども、就業状態でありますとか世帯構造など

の集計結果につきましては、今後順次公表とな

る予定でございます。

それでは、今回の公表結果の本県関係につき

まして、お手元の別冊の資料、平成27年国勢調

査人口等集計結果の概要によりまして御説明を

させていただきます。

別冊資料の１ページをごらんください。１の

宮崎県の人口についてでございますが、本県の

人口は110万4,069人で、前回５年前と比べます

と３万1,164人、率にしまして2.7％の減少となっ

ております。下のほうにあります図表１の棒グ

ラフのとおりでございますが、本県の人口につ

きましては、平成７年の117万5,819人、これか

らその後４期連続で減少をしておりまして、減

少幅は拡大している状況にございます。男女別

に見ますと、男性が51万9,242人、女性が58

万4,827人となりまして、女性が男性より６

万5,585人多くなっております。

２ページをお開きください。２の年齢別人口

の（１）年齢３区分別人口についてであります。

本県の総人口に占めます15歳未満人口の割合

は13.7％、そして15歳から64歳までが56.8％で、

５年前と比べますとそれぞれ0.3ポイント、3.4

ポイント低下をしております。一方、65歳以上

は3.7ポイント上昇いたしまして29.5％となって

おります。

この結果、65歳以上の割合が、これまでで最

も高くなっておりまして、また15歳未満の割合

は最も低くなっております。少子高齢化が進ん

でいる状況にございます。

３ページをごらんください。（２）年齢５歳階

級別人口でありますが、最も多いのは、昭和22

年から24年生まれの、いわゆる団塊の世代が含

まれます65歳から69歳の年齢階級となっており

ます。

また、５年前と比べて増加をしておりますの

は、この65歳から69歳と、第２次ベビーブーム

の世代が含まれます40歳から44歳、さらに80歳

以上の高齢者の階級となっております。一方、29

歳以下の若年層におきましては、全ての年齢階

級で減少をいたしております。

４ページをお開きください。３、市町村別の

人口についてでございますが、県内で最も人口

が多い宮崎市は40万1,138人で、本県人口の36.3

％を占めております。また、今回人口が増加し

ておりますのは、増加率が高い順に三股町、綾

町、木城町、宮崎市の１市３町でございまして、

その他の22市町村は減少しております。

５ページをごらんください。４、配偶関係で

ございますけれども、本県の15歳以上の人口に

占めます配偶関係につきましては、未婚の人と、

妻や夫を持っております配偶者のある有配偶の

割合で、男性のほうが高くなっておりまして、

死別と離別の割合で女性のほうが高くなってお

ります。

年齢５歳階級別に見ますと、有配偶が未婚を

上回りますのは、男女ともに30から34歳の年齢

階級となっております。また、10年前に比べま

すと、未婚の割合は男性が35歳以上、女性が20

歳以上の各年齢階級で上昇している一方で、有

配偶の割合は、男性の79歳以下、女性の69歳以

下の各年齢階級で低下をしております。
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６ページをお開きください。５の世帯・家族

累計でございますが、一般世帯数は、46万1,389

世帯となりまして、５年前と比べまして2,212世

帯増加をしております。１世帯当たりの人員で

ございますけれども、減少が続いておりまして、

これまでで最も少ない2.31人となっております。

家族累計別に見ますと、単独世帯の割合が、

５年前よりも2.4ポイント上昇いたしまして32.2

％と最も高くなっておりまして、その中でも65

歳以上の単独世帯、これは全体の13.6％を占め

ております。

７ページをごらんください。６の住宅ですけ

れども、住宅の所有の関係別に見ますと、持ち

家が全体の66.5％を占めております。また、住

宅の建て方別で見ますと、一戸建てが70.5％を

占めている状況になっております。

なお、９ページから22ページまでにつきまし

ては、主要な統計表を掲載いたしております。

また、23ページからになりますけれども、主

な項目の本県の全国順位を掲載いたしておりま

すので、後ほどごらんをいただきたいと存じま

す。

今回の国勢調査につきましては、本県におき

ましても、人口減少と少子高齢化に歯どめがか

かっていないという厳しい状況となっておりま

す。今後さらに内容について分析を進めまして、

各種施策の基礎資料として活用していきたいと

考えております。

説明は、以上でございます。

○神菊文化文教課長 続きまして、資料の５ペ

ージをお開きください。平成28年度宮崎県文化

賞並びに若山牧水賞の受賞者について御報告さ

せていただきます。

まず、県文化賞でございますが、本賞は本県

文化の向上発展に、特に顕著な業績を有するも

のを顕彰するため、昭和25年に創設されたもの

で、今回で67回を数えるに至っているところで

あります。これまでの受賞者は記載のとおり、

今回の３名を加えますと298名と１団体でありま

す。

また、受賞者の選考に際しましては、各分野

において、特に学識経験を有する方々に選考委

員を委嘱いたしまして、選考委員会を開催し、

受賞候補者の答申をいただいた上で、最終的に

知事と教育委員会において決定したものであり

ます。

今年度の受賞者につきましては、記載してお

りますが、芸術部門で加藤正さん、文化功労部

門で中村禎子さんと鶴ヶ野勉さんの３名であり

ます。なお、加藤さんにつきましては本年５月

にお亡くなりになっておられます。

受賞理由につきましては、加藤さんが日本の

前衛美術の旗手として、絵画と版画制作を中心

に活動されるなど、本県文化の向上に寄与した

功績。中村さんが、宮崎はまゆうコーラスを創

設され、指揮者として全国的な水準に指導・育

成されるなど、本県音楽文化の向上に寄与した

功績。鶴ヶ野さんが、小説を中心に創作活動を

続けられ、南九州の農山村を舞台とする地域に

根差した作品が県内外で評価されるなど、本県

文芸の発展に寄与した功績であります。なお、

今後の予定につきましては、授賞式を11月２日、

明後日午後２時30分から県庁講堂で行うことと

しております。宮崎県文化賞の受賞者について

の説明は以上であります。

続きまして、６ページをお開きください。

次に、若山牧水賞の受賞者について御報告い

たします。

本賞は、本県出身の国民的歌人である若山牧

水の業績を永く顕彰するため、短歌文学の分野
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で傑出した業績を上げた者を表彰することによ

り、短歌文学の発展に寄与し、また心豊かな文

化意識の高揚、本県のイメージアップを図るこ

とを目的に平成８年度に創設されたもので、こ

れまでの受賞者は、今回の１名を加えますと24

名であります。

主催は、県ほか県教育委員会、宮崎日日新聞

社、延岡市及び日向市であり、運営委員会を組

織し実施しておりまして、対象となる作品等に

ついては、前年の10月から当年の９月30日まで

の１年間に刊行された歌集等であり、受賞者は

原則として毎年１名を表彰することにしており

ます。

また、選考に際しましては、記載のとおり、

我が国を代表する４名の歌人に選考委員をお願

いしているところであります。

今回第21回受賞者として、京都市在住の歌人

吉川宏志氏の歌集、「鳥の見しもの」に決定いた

しました。なお、吉川氏は本県出身者としては

初めての受賞となりますが、これまで、第40回

現代歌人協会賞、第11回寺山修司短歌賞などを

受賞されております。

今後の予定でありますが、授賞式を来年２月

７日、受賞者による学校訪問及び記念講演会を

翌日の８日に予定しているところであります。

受賞の対象となった歌集から、選考委員より選

んでいただいた代表する20首を記載しておりま

すので、ごらんいただきたいと存じます。

説明は以上であります。

○二見委員長 執行部の説明が終わりました。

質疑はありませんか。

○来住委員 総合政策課の重点施策についての

１ページですけれど。１の人口減少対策と中山

間地域対策の強化の中の(1)、同窓会等の活用っ

てなってるんですけれど、例えば具体的にどう

いうことがイメージできるのかなと思って。も

う少し詳しく説明していただきたいと思います。

○松浦総合政策課長 これは、一つには移住な

り、ＵＩＪターンなりといったところについて、

効果的にしていこうというところでありまして、

例えば東京とか大阪のどなたにでも情報提供す

るとかということではなくて、対象を本県出身

で県外に行かれてる方々に、なるべく情報がしっ

かり届くような形を考えていってはどうかとい

うことを考えているところでございまして。そ

うしますと、そういう人的なつながりの中で、

その高校の同窓会であるとか、その地域のそう

いうつながりでありますとか、そういったもの

がそれなりにあると思っておりますので、そん

なところとの連携を深めていって、しっかりそ

の情報なりを相互にやりとりできるような形が

できないかなということを考えているところで

ございます。

○来住委員 何かよくわからないな。もう少し

具体的に、例えば大阪なら大阪のほうで本県出

身の高校なり中学校なりそういうところの同窓

会があるとか、そういうところにアタックする

んですか。それとも、本県出身のそういう方々

をピックアップして、そこに何か資料を送って

いくとか、もう少しわかりやすく説明してくだ

さい。

○松浦総合政策課長 例えば東京の中で、高千

穂町であるとか、西米良村であるとかいうとこ

ろ、そういう地域での出身者のつながりという

のはかなりありまして、当然、高校の同窓会み

たいなところもあると思うんですけれども。例

えば、東京の大学に進学をされて、就職をどう

しようかなという時期に、宮崎にこういう企業

がありますよとかいう情報が届けられれば、そ

の就職先の検討の一つには入っていくだろうと。
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それから、例えばそのまま東京とかで就職をさ

れたと、ただなかなかうまくいかない、あるい

は事情があって帰ってきたいっていう情報が

あったりすると思いますので、そういった方々

に、うまく宮崎県でこういう働き場があります

よとかいうような情報が届けられるようになれ

ば、もう少し効率的にＵターンなりそういった

ところができていくんではないかなと考えてい

るということでございます。

○来住委員 もう１つ。これは統計のほうで、

人口がふえたのが宮崎それから三股、綾、木城

だったかと思うんですが。三股なんかは都城の

ベッドタウンだとかいろいろ言われたりするん

ですが。数は少ないんですけれど、木城がふえ

たという。何かコメントがあるのかなと思って。

ああいうところでふえたというのは、ちょっと

気になるんですよね。何かあれば教えてほしい。

○丸田統計調査課長 今、来住委員のほうから

ございましたように、今回人口が増加している

のは、宮崎市、そして三股町、綾町、木城町と

いうことで。木城町につきましては、今回の調

査で人口が増加しているという状況にございま

して、いわゆる出生数と死亡数の関係で見ます

自然増減、これにつきましては減少しているん

ですけれども、県内からの転入が多いというよ

うな状況もございまして、今回増加している状

況がございます。

また、木城町のほうでは、例えば住宅取得の

奨励金でありますとか、あるいは転入奨励金な

どの定住促進の事業を行っておられるというこ

とで、このあたりの効果もあったんじゃなかろ

うかと考えております。

○来住委員 わかりました。ありがとうござい

ました。

○坂口委員 そこで関連して、総合政策課長の

ほうになるかもわかんないですけれど、結果的

に県内での人とか金の食い合いですよね。県外

から宮崎に連れてくるというのとは、本来大き

く違うと思うんですよ。そこのところでしっか

り方向性を持たないと、兄弟で食い合いをさせ

るようなことをしても、兄弟の中の誰かがだめ

になっていくだけで。どういう考え方がバック

にあるのかが、ちょっと大切なことじゃないか

なと思って。

でないと、例えば市町村間での人の取り合い

でもですけれど、単独事業ができるようなとこ

ろは、これはもう俄然有利です。それと似たよ

うな現象が高等学校の統廃合、学校の生き残り

をかけたとき、今度はそこで市町村がそこに財

政を出動させ始めた。これまた同じようなこと

が起こって、これはほんともろ刃の剣で、かな

り危険なものを持ちながらの、しかし避けて通

れない方向だと思うんです。ここのところは何

か内部ででもいいんですけれど、しっかりした

ものを持っておられるかどうか。

○松浦総合政策課長 御指摘のように、県内の

市町村間で、本来はここに家を建てたいんだけ

れど、こっちのほうが有利だからとかいうよう

な、それはそれぞれ市町村の判断がありますの

で、そこに県のほうがだめですよというところ

まではないんですけれども。やはり今の一番大

きな課題だと捉えておりますのが、学卒後の県

外流出というのが非常に大きい要因があるとい

うふうに考えております。

ざっと国勢調査について５歳区分で見てみま

すと、現状でどういうふうに変化していくかっ

ていうので推計をしておりましたものからする

と、15歳未満のところは、どちらかというと上

振れをしているような状況でございます。それ

から、25歳以上につきましても、どちらかとい
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えば想定よりか上振れをしていると。問題はや

はり15歳から25歳の間にかなり出ていっている

ということがございますので、これは県内での

取り合いというよりも、やはり宮崎で働いてい

ける、暮らしをしていける環境がちゃんとある

というものをつくっていくというのが、一番重

要なことだと思っておりますので、そういった

形を市町村と一緒になりながらつくっていかな

きゃいけないのかなと思っておりまして。そう

いったような投げかけも、今、ブロックごとに

会議をそれぞれやってるんですけれど、そうい

うようなお話を今してるところでございます。

基本はやはり出ていっている状況を何とか変え

ていくというようなところ。できれば、宮崎の

暮らしに共感を持ってもらえるような県外の方

々に移住してもらうというところが大きなポイ

ントになるだろうと思っているところでござい

ます。

○坂口委員 そこは一番のポイントかもわから

ないですけれど、かなり息が長いですよね。し

かしながら、人が減っていくっていうのは、こ

れはどうしようもなく、決まったレールってい

いますか、それで続いていく。

その中で、先ほど高齢化が少子化と一緒に進

んでるっていうことを言われたんですけれど

も、15歳、20歳あるいは25歳人口のこの層にい

る人たちと、それからいわゆる高齢って言われ

る人たち。ここらでは経済面への効果、消費力

といいますか、俄然高齢者が大きいんですよね。

ここがふえていったら、本来なら消費額が伸び

なきゃいかんけど、パーセントがふえていって

るだけで、これから今度は高齢者も本当に平均

寿命が伸びていくかどうかってなると、これも

疑問。そうなると、率は上がりながら人口が減

れば、ここも消費が冷え込むんですよね。

だから、まずは消費を拡大させるっていうこ

と。消費を拡大させなければ、若者を残そうっ

たって、やはり三千何がしかは出ていかざるを

得ない。幾ら職場ができたって、県内に企業が

どうなろうと、そこで御飯が食べられて、十分

満足できる所得、それがそこで確保できないと、

残りたくないっていうのがあると思うんです。

人口が減る中で、少なくとも消費を維持して

いくっていうことをどうやるか。それがないと

やはり地産地消だ、やれ地元企業育成だって言っ

ても、消費のないところに生産はないわけです

から、そこらをしっかり見据えながら、長期的

な戦略と同時に、まずは自治体間で、座布団を

いつもいつもつくりかえながら、人と金を食い

合いさせるようなことは避けられるような方向

をしっかり持っていかないと。このまま行った

ら、どの市町村かは潰れるっていうことになり

ます。県内の市町村が県内の市町村を消滅させ

るっていうことになったら、やはりいいことじゃ

ないなって気がするものですから。

答えはなかなかないと思うんですけれども、

そこらをしっかり見据えながら、即早急にやる

べき部分と長期的な戦略でやっていく部分と、

しっかりやってほしいなって気がします。答え

はいいんですけれど。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

○中野委員 統計調査課長にお尋ねしますが、

まず感想を言えば、調査をして１年以上もかかっ

てこの結果が出たんですが、時間がかかるもの

だなというのが感想でした。

それで調査して、宮崎県の人口が110万4,069

人ですが、速報値が出ましたよね。その数字と

開きがあるんですか。その数字も教えていただ

けませんか。

○丸田統計調査課長 済みません、ちょっとお
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時間いただいてよろしいでしょうか。

○中野委員 発表した日も教えてください。

○丸田統計調査課長 今回、国勢調査の確定値

が出たわけなんですけれども、今、中野委員か

らございましたように、速報集計という形でこ

としの２月に公表されておりますが、その際の

人口が110万4,377人ということで、速報と今回

の確定値の差が308人。今回のほうが減少してい

る状況になっております。

○中野委員 それから、宮日新聞で毎月出ます

よね。月初めに、前月の分が。２月に出た速報

値をもとにしてあっちのほうは公表されてるん

ですか。

○丸田統計調査課長 今、委員おっしゃいまし

たように、速報の結果、これをもとにいわゆる

住基台帳の転出、転入あるいは死亡、そして出

生といった状況を確認しながら、毎月人口推計

ということで出しているところでございます。

○中野委員 今の発表されてるのは、かなり正

しいというか、近似値の数字が発表されている

と理解したらいいんですか。

ことしの１月でしたかね、もう既に110万を

割ったということで、今もう110万以下ですよね。

それから、宮崎市も９月１日付でしたか10月１

日付でしたか40万以下になったと見たか聞いた

かしましたが、かなり減っていますよね。

過去この４年間にも人口が減ったということ

ですが、これから先の４年間、かなりの勢いで

人口が減ってくるんじゃないかなと。この昨年

の10月で4,000人あったものが、わずか３カ月後

には4,000人以下になったという数字ですから

ね。それを４年間にすると、私の計算では、ざっ

と６万4,000になるんですよね。今期に３万1,000

減ったものが、来期には６万以上減るという計

算になるんですが。そのとおりにはならんかも

しれませんが。そういうふうに見通されるんで

すか。

○丸田統計調査課長 今おっしゃいましたよう

に、今回３万強の人口が５年間で減少している

ということで、非常に拡大傾向にございまして

厳しい状況にございますけれども。県といたし

ましては、地方創生の関係で人口ビジョンとか

も作成しておりまして、創生戦略に基づいて、

さまざまな対策を講じながら、この人口減少に

歯どめをかけるべく取り組んでいるところでご

ざいます。

○中野委員 それから、資料の５ページの、配

偶者関係というところは、結婚している状況を

調べるものですか。この本県の15歳以上の人口

を配偶者関係別に見るとということで、宮崎県

が決めたことじゃないと思うんだけれども、世

界の統計だからこういうふうになるのかもしれ

ませんが、結婚は16歳以上しか認められていな

いのに、何で15歳以上のということになるのか

なと思って。

○丸田統計調査課長 今のお答えをする前に、

先ほどの推計人口、毎月出しております推計人

口で、中野委員のほうから110万人を切ったのが

１月というお話がございましたけれども、推計

人口のほうで110万人を切りましたのは４月でご

ざいます。

今のお答えですけれども、これにつきまして

は総務省、国のほうで15歳区分ということで出

しておりまして、具体的には、各年齢ごとには

統計データありますけれども、国のほうで出し

ておる中では、この男女別15歳以上人口の中で

の配偶関係ということで整理をされております

ので、本県につきましても全国との比較とかす

る上で、今回15歳以上人口という形でこの配偶

関係の整理をさせていただいたところでござい
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ます。

○中野委員 言われるとおりですよ。ただ、女

性は16歳以上は結婚できますよね。男性は18歳

以上ですが、何で統計は15歳以上になるんだろ

うかということを。統計課の責任じゃないけれ

ども、何でそういう統計のとり方をするんだろ

うかなと思ったもので、そのことの回答が何か

あればとお聞きしました。

○永山総合政策部長 国勢調査におきましては、

いろんな人口のとり方をしますけれど、基本的

に５年ごとで人口を捉えていくということで、

３ページに資料を示しておりますけれども、ゼ

ロ歳から４歳、５歳から９歳、そして10歳から14

歳、そして15歳という区分けになっております

ので、この有配偶者についても、結婚が可能な

年齢等も想定して15歳以上の年齢層のところで

見ているという意味合いだろうと解釈しており

ます。

○中野委員 そうでしょうね。わかりました。

それで、この次に総合政策課長にお尋ねしま

すが、いわゆる人口減が加速してますよね。前

々期がマイナス1.4、前期が1.5、そして今回

が2.7。さっきちょっと数字の捉え方があれでし

たが、それでも今期の2.7よりもスピード化され

ていると思うんですよね。

そういうことを懸念されて、この重点施策の

１番目に人口減少対策ということになったと思

うんです。それを４つに区切ってされてますけ

れども、過去も人口対策のところは強く出して

いるし、それはもう県内の対策で一番の大きな

課題だと思うんですが、これではまだ生ぬるい

と思うんです。もっとインパクトのあるものを

出して、どこからか歯どめ策をしないと、これ

はもう日本全体の人口がかなり減っているわけ

ですから、それを宮崎県でとめるというのは至

難のわざだとは思うんだけれども、何かもっと

インパクトのあるものを。

例えば沖縄県は風土的か気候的か何か知りま

せんが、失業率も高いですよね。それから有効

求人倍率もなかなか１までいってませんよね。

そういう厳しい環境なのに人口はやはりふえて

いるということですから。ふえるところはふえ

ているわけですから、宮崎県もひなた政策じゃ

ないが暖かいところを売りにしてるのに、東北

地方と南九州、四国は減っていますよね。

もっと宮崎県で、何か、他県が目を見張るよ

うな歯どめができないものかなと。そう見た場

合に、この項目だけでは今までの繰り返しを重

点化したというだけじゃないかなという気がす

るんですが、もっと抜本的に効果の出るような

重点策はできないものかなと思ったところです

が、課長いかがでしょう。

○松浦総合政策課長 委員御指摘のとおり、こ

の人口問題につきましては、これまでもそれな

りに対策を打ってきていると─それなりとい

うか、かなり打ってきているということでござ

います。

それで、先ほども少しお話をしたと思うんで

すけれども、５歳区分でどういう状況にあるの

かということを、ざっとではありますけれど見

てみました。15歳未満のところについては、現

状で推移していった場合のもともとの想定より

かは上振れをしていると。単純にそれがその政

策の成果かどうかというのは、また考えなきゃ

いけないところがあるんですけれども、想定よ

りかは上振れをしている事情がございます。そ

れから、25歳以上のところについても、想定よ

りは上振れをしているという状況でございまし

た。

それから、人口がかなり減るという状況が少
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し拡大をしてきているんじゃないかということ

でございました。見てみますと、90歳以上の部

分が、全国どの都道府県もだったんですけれど

も、かなり減少をしているということがござい

ました。もともとの想定の中で、寿命が少しず

つ延びていくという想定でされていたものが、

そろそろ限界に近づいているのかなということ

がございます。そういうところが推測されると

いうことでございますので、ある程度やはり人

口が減っていくのは、全体としてはしょうがな

いところではないかというところが一つござい

ます。

そういった中で、やはり宮崎県の人口がどう

減っていくのをとどめていくのかというところ

は、やはり一番の課題だと思っております。

先ほど申し上げました、もともとの想定から

の乖離状況を見ますと、やはり15歳から25歳の

層の減りぐあいが少し大きいということがあり

ます。そこのところの要因としては、学卒後の

進学あるいは就職という形で県外に出ていって

ることが、非常に大きいんじゃないかというよ

うなことが、課題として見えてきたということ

でございます。そういった意味での重点施策の

１の（１）のところで若者の県外流出の抑制、

ＵＩＪターンの促進といったようなところで、

インパクトがどこまであるのかは、ちょっと自

信がありませんけれども、できるだけ原因とい

いますか、そういったところに対応できるよう

な形を事業としても組んでいきたいと思ってお

りますので、そういった分析をしながら。

それから、先ほどお話がありました沖縄県の

話ですけれども、やはり県外に進学で出て行っ

た方々、そのうちの７割ぐらいは帰ってくると

いうことで先日お話を伺ったところでございま

すので、そういった地域の中でのつながりといっ

たところも非常に大きいというお話も伺ったと

ころでございます。そういったトータルの取り

組みも必要になってくるのかなと思っておりま

すが、まずはそのターゲットとして若者の県外

流出について、何とかブレーキをかけるきっか

けをつかみたいというようなところで、今考え

ているところでございます。

○中野委員 今、触れられましたが、いわゆる

高校生の県内就職率が日本で一番悪いですよね。

だから、これを短期間の間に返上をするような、

日本の中位ぐらいにはなるような、ピンポイン

ト的な何かこう、１番目に掲げてあるけど、そ

ういうのも何か、もっと表面に出して、そうい

うところはやってほしいなって思うんですよね。

ぜひお願いしときます。

○二見委員長 ほかにありませんか。

○坂口委員 資料の２ページ、県内発注関係で

す。これ、いろいろあるんですけれども、県土

整備部のことかなと思うんですけれど、建設工

事関連の業務委託っていうところがありますよ

ね。これ数字で見ると県内の金額で70％、そし

て残りの30％が県外で、高度な識見とかそういっ

たものを有するとか、技術力がいろいろあるん

でしょうけど。ほんとにそこが限界かなってい

うのが一つと。

それと、ちょっと気になるんですけど、せっ

かく三十何年間蓄積してきた経験なりあるいは

識見なりっていうものを持った県職で卒業して

いかれる方々が、そういった県外のコンサルに

再就職されてるっていうこと。ほぼ入札参加者

がそこに限られてるってことですね。

ここらもうちょっと努力の余地があるんじゃ

ないかな、そしてこれはやらんといかんのじゃ

ないかと思います。というのが、これが、建設

工事が90％、93％ぐらいが県内からっていうこ
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とになってますけれど、非常に難しいものとか

県内業者が経験を有しないものとか、それから

資材とかそういった調達になると、もっと下が

りますよね。ここにポイントがあるんですけれ

ど、そういったものを決めさせるのは、設計書

なんです。設計書にどういう工法を持ってくる

のか、どういった資材、骨材を使おうとするの

かっていうときに、地産地消の精神を持って設

計書を書かないと、そこでもう決まってしまう

んです。

この工法が県内にはもう二、三社しか経験業

者がいないよ、後ほどシステム関係で出ますけ

れど、適当な入札参加者が期待できるか、３社

ぐらいだもんなってなことで、だから県外だっ

てそこに大義が出てきてしまう。

この業務委託は、全てにつながっていくから、

すごく重要な部分なんです。ここに目をつけて、

その中でいかに地産地消に気配りする精神を

持って図面を書かせるかっていうところにいか

ないと、なかなか進んでいかないわけです。そ

こを徹底すること。

それから、下請とか県内の資材調達とかも報

告させるようになってますけれども、ここのと

ころだって、例えばですけれども、コンクリー

ト構造物を出す、県内の生コン業者さんから生

コンクリートをとると地産地消に貢献してます。

ところが生コンクリートっていうのは、セメン

トを使ってるし、それから石を使ってるし、砂

を使ってるし、人間を使ってるんです。そういっ

たところまでいかないと、県内に、その金が落

ちてこないんですね。システムとして納める業

者が、県内の生コンさんだったけれども、その

下、支払先は県外だったっていうことになるか

ら、そこらまでやはりもう一歩踏み込まないと、

これを見たらすごく優秀、優等な制度に見えま

すけど、そうじゃない、もっと工夫の余地はいっ

ぱいあるし、成果も期待できる。念頭に置いて

ほしいと思うんです。

ほんとは、これは県土整備部で協議すべきこ

とかもしれないですけれども、やはり凝り固まっ

てるのと一緒で、構造物ってかたい物つくる仕

事だから、そういった考え方もなかなか、かた

いと思うんです。だからそこをぜひ全庁的に工

夫、知恵を出していただきたいなっていうのが

一つです。

そして、そこらはもうむしろ国のほうが敏感

に反応してきてると思うんですけれども、公共

事業の─これ国直轄分ですけど─予算が、

年々シーリングで下がってきてた。でも東京近

辺は、ずっと予算が伸びてきて。ということは、

地方がかなり急激に沈んできてるってことです

ね。

その中で、やはり大手を優先っていうか、大

手志向型があった。そこらをちょっと今度の補

正なんかでは、国交省としても随分、反省とい

うと失礼になるけれども、やはり研究されたん

だと思うんです。今度、80億ぐらい国の補正分

があったんですけど─工区を191に割ってるん

です。何かっていうと、３億円以下の工事現場

をばあっと185つくったんです。97.3％。３億以

下っていうのは何かっていうと、各都道府県が

持ってる特Ａクラス、Ａクラスの業者さんが、

３億円以下の工事に入札参加できる金額。ここ

で工区を割ったっていうことは、やはり何とか

地元に金を落とさせたいという配慮を国もして

くれてるわけですから、もうちょっと本県は

─93％ぐらいが、ずっときてます。70％ぐら

いもずっときてます。そこに何の壁があるのか

を、もう一歩踏み込んでほしいなと。これ図面

が大きいと思うんです。そこのところ。



- 15 -

平成28年10月31日(月)

続けてもう１点ですけど、システム関係も総

合評価をやるのに地域要件を加えたいと。その

とき何社ぐらい希望があるかなっていうのを見

ながらってなると、どうしても建前で入ってい

くと、５グループぐらいは欲しいなってなると

思うんですね。ところが今までの入札状況を見

てみると、競争相手が１つでもあれば、ぎりぎ

りで競争してくれてると思うんです。今、業者

さんはもうぎりぎりのしのぎを削りますよね。

そのときに、競争性が十分確保されれば─

数を稼ぐのは競争性を確保するためですから。

もちろん質の向上とかいうのもありますけど、

質をしっかり確保できる、やはりそういったこ

とを担保してくれるような参加希望者が２つか

３つあれば、思い切って地域要件をつけていく

とか、そういった今ぶち当たってる地産地消の

壁っていうのは、もう一つ現実を見ながら。や

はり机上というとちょっと失礼ですけど、結果

的に競争はするぞとなれば、もう１グループ、

あるいは２グループぐらい、こちらで予測でき

るような参加予定者っていうのが少なくても、

現実的に結果的に価格をぎりぎり競争するとい

うことが見通せれば、そこでやはり地産地消を

優先すべきじゃないかという気がするものです

から。何かこう漠然とし過ぎてますけれども、

何かその考え方だけでも聞かせていただけると。

○松浦総合政策課長 なかなか課題としては、

すぐにじゃあこれでいきますっていうところま

で用意できるのかっていうと、そこは各部とも

少しというか、しっかり話をする必要があるだ

ろうと思っています。

一つには、やはり御指摘にもあったように、

これまでの考え方というのがありまして、その

中だけで対応しようとすると、やはりそろそろ

限界というところが現状としてあるんだろうと

思っております。お話の指摘の３点目にありま

したけれども、競争の確保がある程度できれば

というところにつきましても、やはり国のほう

の見解等がありますので、そこをどううまくク

リアできていくのかっていうところは、しっか

り理屈づけをしていきながら考えていく必要が

あるのかなと思っておりますので、そこは課題

として各部ともしっかり話をしながら、いい方

法が何かないのかというところは探ってまいり

たいと思っております。

あわせまして、最初にお話いたしましたけれ

ども、これまでの考え方が、その枠の中だけで

はなかなか難しいという現状があるとすれば、

やはり効果的な何か工夫ができないのかってい

うところもやっていく必要がありますので、分

割発注のやり方についてもそうだろうと思いま

すから、そういったところで、どこまでの対応

が今できるのかっていうところも、改めて県土

整備部なり、その事業を持っているところなり

に話を持っていこうというふうには思っており

ます。

総論はわかってくれると思うんですけれども、

実効をどう上げるのかっていうところの検討を

どれだけしていくのかというところが肝だと思

いますので、こういう考え方をしっかり各部と

は話をしてまいりたいと思っております。済み

ません、これぐらいしか今申し上げられません

けれども、そういう精神でやりたいと思います。

○坂口委員 ですね、そこのところの制度。国

も、指針なら指針なり考え方っていうものは持っ

てて、少なくともこういった参加業者が予定で

きるぐらいの条件に限りなさいってのはあるの

かもわからないですけれども。いろんなやり方

があって、プロポーザルなんていったら価格な

んて１円も競争させずに、そのときしかも全く
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関係ない民間人が入ってきて。かなり好き嫌い

がありますよね。だからそんな厳しいこと言っ

たら─ましてや大学と選考員と入札参加する

業者さん、そこの大学を卒業してその研究室に

寄附でもやって、そこと親しい人が選考すれば

とか。そういったことが一方じゃ許されてて、

価格だけじゃないよ、本当の使い勝手のよさと

か、あるいは寿命とかコストとか考えたときの

総合的な品質を含めた価格ですよっていうこと

が許されてるわけですから。

結果的にいろんなやり方をやってきてても、

２グループとか３グループが多いと思うんです

ね。そのときじゃあ、これに参加できる資格を

十分持ってるだろうなって県が判断した業者さ

んは、先ほど言うように７グループぐらいを想

定されてると思うんです。結果的に２つか１つ

しか来ない。そりゃそうですよね。何百万、何

千万って金かけてから見積もりまでいくわけで

すから。

だから現実はそこだっていうことで、もう

ちょっとやはり現実を見た対応をしないと、こ

の70％とか90％とかいう数字は、もうずっと壁

できますよ。何をとろうとしたときに、県民に

しっかりしたものを本当に適切な価格で提供で

きますと、品物も保証できますと、そしてその

結果、地産地消につながって県内で金がとどま

りますって。

ちょっとくどくなるけれども、先ほどの、学

生とか若者の職場って言われるけど、じゃあ学

生を県内に残そうとしたときに、学校をふやせっ

て言ったって、いかにして学校を減らしていく

かっていうときに、学校を残せるわけがないで

す。せいぜい学部の見直しぐらいです。そした

ら県外に行って、今と逆ですよ、もうその投資

をするだけして回収に入ったときに、よそに持っ

ていかれるじゃなくて、今度はよそ様に投資し

ていただいて持って帰ってくる場所をこさえる

という、職場の確保っていうことだけを徹底し

ていくべきだと思うんです。

そうすると、年間600億なり800億なり出して

るものを10％も県内にお金がとどまれば、そこ

にはかなりな雇用が生まれてくるって。まして、

高齢者がふえるって話を先ほどしましたけど、

じゃあ高齢者の医療措置っていうのは、今後福

祉措置に変わっていくわけでしょ。今度はそこ

で支出されるお金っていうのは、かなりへこん

できますよ。そうなったときに、まだまだ人数

が減る上に１人当たりの消費額が減れば、もっ

と経済が縮小する。

そこを現実に可能な範囲で見出そうとしたら、

もう県外に使ってる金を残そうという工面だと

思うんです。そのときに、壁がまだ、その壁は

打破できますよっていう話を今してるわけです

から。ここでの答弁は難しいと思うんです。全

庁的な合い議の上でしかできないと思うんです

けど、ぜひそこは頭に置いて頑張っていただき

たい。

○永山総合政策部長 広い意味での地産地消、

公共事業も含めた、これについて従来かけ声だ

けをかけていたものを26年の２月に方針を定め

ました。それぞれ各年度の取り組みについて、

結果を出して議会にも報告し、庁内でも意識を

統一してというところで２年目ということにな

るんですけれども、一歩ずつは前に来てるとい

うふうに思ってます。

ただ、指摘がありましたように、まだまださ

まざまな工夫が足りない点があるのではないか

というのは、そのとおりだと思います。特に、

地域経済の循環というのが、この地方創生の時

代、最も求められてる観点ですので、この実施
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方針をもっともっと実効あるものにするのはど

うしたらいいのかっていう観点については、しっ

かりと各部と話をし、あるいは庁議の場で議論

等も含めて、できることをしっかり見つけ出し

ていくという努力は今後も続けていきたいと

思っております。

まず、総合政策部としてこういうところまで

踏み込みながら、今やり始めて２年目というこ

とでありますけれども、今後もしっかり取り組

んでいきたいと思っておりますので、御理解よ

ろしくお願いいたします。

○坂口委員 ぜひお願いします。少しずつじゃ

なくて、急激に進んだなと思ってるんですよ。

広い意味での地産地消。また馬力アップをお願

いしておきます。

○二見委員長 では、よろしいですか。その他、

何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、以上をもって総合政

策部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。暫時休憩します。

午前11時10分休憩

午前11時13分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

それでは、報告事項の説明を求めます。

○桑山総務部長 おはようございます。総務部

でございます。よろしくお願いいたします。

説明に入ります前に、一言お礼を申し上げた

いと思います。

去る10月16日に実施いたしました総合防災訓

練におきましては、西都市や高鍋町など西都・

児湯地区６市町におきまして、県内外の123の防

災関係機関、約4,500名の方々に参加をいただき

まして無事終えることができました。議長を初

め、御視察いただきました委員の皆様には、御

多忙にもかかわらず、まことにありがとうござ

いました。

それでは、本日の説明事項でございますが、

お手元に配付しております総務政策常任委員会

資料をごらんいただきたいと思います。表紙の

目次にありますとおり、平成29年度当初予算編

成方針についてなど３件についてでございます。

詳細につきましては、それぞれ財政課長及び危

機管理局長から説明を申し上げますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○川畑財政課長 委員会資料の１ページをごら

んいただきたいと思います。平成29年度当初予

算編成方針を定めましたので、そのポイントに

ついて御説明いたしたいと思います。

まず、１の基本方針をごらんください。平成29

年度の基本方針としまして、（１）平成29年度重

点施策の推進、（２）役割分担等を踏まえた施策

の推進、（３）不断の取り組みとしての財政改革

の実行の３つを掲げております。

まず１つ目が、重点施策の推進であります。

３ページに別紙としまして重点施策の詳細を記

載しておりますが、先ほど総合政策部から説明

があったと思いますけれども、喫緊の課題であ

ります人口減少問題に真正面から向き合い、本

県の未来を切り開く中長期的な視点に立った施

策を着実に推進していくため、３つの重点施策

を掲げ、未来志向の地方創生に取り組んでいく

こととしております。

それでは１ページにお戻りいただきたいと思

います。基本方針の２つ目が、役割分担等を踏

まえた施策の推進であります。全ての施策につ

いて、その必要性はもちろん国、県、市町村、

県民等の役割分担のあり方を検証するとともに、

さまざまな協働にも取り組み、県民の総力によ
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り施策の推進を図ることとしております。

続きまして３つ目が、不断の取り組みとして

の財政改革の実行であります。本県の財政状況

につきましては、これまで財政改革に取り組ん

できたことによりまして、県債残高の減少など

一定程度の改善が図られているところではござ

いますけれども、今後、年々増加します社会保

障関係費に加え、防災、減災対策や公共施設の

老朽化対策、さらには国体開催に伴う施設整備

等に多額の財政負担が見込まれておりまして、

引き続き厳しい状況が続いていくものと考えて

おります。

このような中、本県の抱えるさまざまな課題

に的確に対応しつつ、将来を見据えた施策を積

極的に推進するためには、限りある財源をいか

に効果的に活用するかが重要でありますので、

財政改革の取り組みを特別なものとしてではな

く、不断の取り組みとして着実に実行していく

こととしております。

次に、２、予算要求限度額をごらんいただき

たいと思います。各事業区分における限度額に

つきましては、表に記載のとおりでありますけ

れども、１番目の補助公共事業費につきまして

は、ここ数年シーリングの率を90％としており

ましたが、平成29年度につきましては、本県の

財政改革計画に合わせまして95％といたしまし

た。なお、最終的には、国の予算編成の状況等

を見きわめながら対応していくこととしており

ます。

また、公共事業以外につきましては、庁舎等

維持管理基本経費につきましては、シーリング

の率を昨年度まで97％としておりましたが、こ

れを100％に、その他の経費につきましては75％

としておりましたが、事業終期等によりまして

当然減となるものを対象経費から除いた上で90

％とそれぞれ引き上げて、この見直しにより捻

出された財源は全て新規・改善事業に充てるこ

ととしております。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。３、県営電気事業みやざき創生基金の活

用でございます。平成28年度当初予算において

設置いたしました県営電気事業みやざき創生基

金を活用した特別枠を平成29年度につきまして

も設けることとしております。この特別枠の規

模については、今後予算編成の過程において検

討していくこととしております。

次に、４、留意事項等についてであります。

予算編成において、特に留意すべき点について

まとめております。（１）全般的事項としまして、

①複数部局に関係する事業についての調整、整

合性、効率性の確保、②新規・改善事業の重点

化、効率化など、③ゼロ予算施策の推進、④み

やざき行政改革プランに基づく効率的で質の高

い行政サービスの構築等、⑤公共施設の老朽化

対策について、公共施設等総合管理計画に基づ

く取り組み、などの留意事項を掲げております。

また、歳入に関しましては、財源の確保にしっ

かりと取り組むこと、歳出に関しましては、全

ての事業についてゼロベースから徹底した見直

しを行うことなどを掲げております。

最後に、５、今後の日程でございますけれど

も、本日10月31日までに各部から提出を受ける

こととしておりまして、来年１月中旬に総務部

長査定、１月下旬に知事査定を行うこととして

おります。

以上、予算編成のポイントについて御説明い

たしましたが、別冊１としまして予算編成方針

の本文を配付しておりますので、後ほどごらん

いただければと思います。

財政課からの説明は以上であります。
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○平原危機管理局長 危機管理課から２点御報

告をいたします。

委員会資料の４ページをごらんください。

まず、宮崎県総合防災訓練の実施状況につい

てでございます。１の実施概要でございますが、

今年度の総合防災訓練は10月16日、日曜日の午

前９時から午後１時まで、西都・児湯地区で南

海トラフ巨大地震・津波を想定して実施いたし

ました。

県や各市町を初め123機関が参加をいたしまし

て、住民の皆様を含めまして約4,500人の方に参

加をいただきました。東日本大震災の発生を受

けまして、本県では平成25年度以降、南海トラ

フ巨大地震を想定した総合防災訓練を実施して

おりますが、これまで県央、県北、県南の順に

実施してまいりましたので、今回の訓練で沿岸

の全ての地区で実施をしたということとなりま

す。

（５）の訓練会場及び訓練項目につきまして

は、右側の５ページをごらんください。

訓練の会場名とその下に括弧書きで訓練項目

を記載しております。ごらんのとおり高鍋町の

エリアを中心に各市町でそれぞれ実動による訓

練や、防災展示を行いました。

また、左上のほうに書いてございますが、県

庁講堂では現場での実動訓練と一部連動した形

で、本部運営の図上訓練を実施いたしました。

なお、当日はヘリコプターによる被災者の搬送

等を予定しておりましたが、天候不良などのた

めに一部の訓練が実施できなかったところでご

ざいます。

４ページにお戻りください。２の訓練の主な

成果についてでございます。訓練では事前の準

備段階から実施に至るまで、関係機関で議論を

しながら訓練内容を詰めていくということによ

りまして、参加機関同士の顔の見える関係が構

築でき、それぞれの知見を生かした訓練ができ

たものと思っております。

また、訓練への住民の皆さんの参加ですとか

関係機関の防災展示によりまして、県民の防災

意識の向上にもつながったのではないかと考え

ております。

主な訓練の内容でございますが、まず（１）

の避難訓練、避難所運営訓練は、各町でそれぞ

れ住民参加による避難訓練を行いましたが、こ

のうち高鍋町では熊本地震を教訓に高鍋町が避

難所を開設して、地元の自治会が避難所運営を

行う訓練を行いました。また、高鍋町の避難住

民を西都市で受け入れる広域避難訓練を実施い

たしました。

次に、（２）の本部運営訓練といたしましては、

連絡員の派遣等を通じた情報収集体制や参加機

関との情報伝達体制の確認を行いました。

また（３）の交通の確保、救助活動訓練にお

きましては、東九州自動車道の川南パーキング

エリア付近の緊急開口部を用いた救助部隊の進

出訓練や、広域的に参集する機関の受け入れ訓

練を行いました。

次に、（４）の災害医療活動訓練は、救助活動

と連携した災害時医療活動を行いながら、重篤

な患者を災害拠点病院等から新田原基地に設置

する航空搬送拠点臨時医療施設に搬送する訓練

を行ったところでございます。

また、（５）の物資調達、燃料供給訓練といた

しましては、清武町にございます国が供給する

物資の広域物資輸送拠点から避難所まで輸送す

る訓練を行いますとともに、中核ＳＳ等として

指定しております石油スタンドにおける緊急車

両及び重要施設への優先給油訓練を行いました。

その他（６）のとおり、死体検案訓練、ライ
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フライン応急復旧訓練、ボランティアセンター

開設運営訓練等を行いますとともに、防災関係21

機関による防災展示を行いました。なお、これ

らの訓練につきましては、６ページと７ページ

に写真をつけてございますので、後ほどごらん

いただきたいと思います。

次に、３の課題の検討ですが、４ページの一

番下です。訓練参加機関による検討会を12月に

開催いたしまして、今回の訓練の課題の抽出、

改善策の検討等を行いまして、来年度の訓練に

反映させていきたいと考えております。

防災訓練については以上でございます。

次に、宮崎県備蓄基本指針（案）について御

説明をいたします。

指針案につきましては、別冊２としてお配り

をしておりますが、概要について委員会資料の

ほうで御説明をいたします。

委員会資料の８ページをごらんください。

まず、１の指針策定の目的でございます。県

や市町村におきましては、災害に備えまして、

従来から食料などの物資を備蓄しておりますが、

南海トラフ巨大地震等の大規模災害に対しまし

ては、不足をするという状況にございますこと

から、大規模災害に備えた備蓄体制を構築し、

県、市町村の役割分担や備蓄目標を定め、計画

的な備蓄を推進するものでございます。

次に、２の基本的な考え方であります。大規

模災害時には、被災地の地域内での物資調達が

困難になりますが、国や他の都道府県からの支

援が本格化するのは、発災後４日目以降になる

ものと想定をされております。このため、家庭

などにおいて県民の皆さんみずからが必要な備

蓄をしておいていただくということを基本に、

県及び市町村は、発災当初の生命維持や生活に

最低限必要な物資の備蓄を行うこととしており

ます。

まず、（１）の県民による備蓄につきましては、

これまでも啓発をしておりますが、家庭や事業

所等において、最低でも３日間分の備蓄をして

いただくとともに、自治会等での備蓄に努めて

いただくということにしております。

次に、（２）の市町村による備蓄につきまして

は、発災初期の生命維持や生活に最低限必要な

食料、育児用調製粉乳、毛布等、乳児・小児用

おむつ、大人用おむつ、携帯・簡易トイレや避

難所運営に必要な資材等を中心に備蓄を進めま

すとともに、流通備蓄からの調達に努めること

としております。

また、（３）の県における備蓄につきましては、

市町村からの要請等に応じまして、物資供給が

できるよう、現物備蓄や流通備蓄からの調達に

努めるということといたしております。

次に、９ページをお願いいたします。３の市

町村及び県の備蓄目標でございますが、大規模

災害時には、家屋の倒壊や焼失等によりまして、

備蓄をした物資を持ち出せない県民が３分の２

程度発生すると想定いたしまして、市町村と県

において発災後３日までの必要量のうち、それ

ぞれ３分の１の物資を現物備蓄及び流通備蓄に

より調達するというふうにしております。

次に、４の計画策定及び備蓄の推進でありま

すが、今後は県及び各市町村におきまして、こ

の指針を踏まえた備蓄計画を策定をいたしまし

て、計画的に備蓄の推進に努めることといたし

ております。

また、５の指針に基づく備蓄推進のための取

り組みといたしまして、県民の災害に対する備

え及び地域防災力の向上、流通備蓄による物資

調達体制の強化、県及び市町村での情報共有に

努めることといたしております。
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危機管理課からの説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○二見委員長 執行部の説明が終わりました。

質疑はありませんか。

○日高委員 電気事業みやざき創生基金につい

てですけれど、これは、総額30億円で３年間、

１年10億ということで、本会議で、当時の四本

企業局長から答弁があって。そういった中でこ

の基金、この財源をどういったものに使うのかっ

ていう質問をしたところ、地方創生に関するも

の、また地域振興、いわゆる畜産振興ですね、

その辺に関するもの、また、２巡目国体に関す

るもの、この３つが挙げられると思うんですが。

今の財政課長の説明では、30億円っていう金額

も、これからまた考えるっていうことでしたけ

ど、それについてどうなのか。またこういった

３つの事業に集中的にこの予算を使われるのか、

その辺をちょっとお伺いをしたい。

○川畑財政課長 県営電気事業みやざき創生基

金でありますけれども、平成28年の当初予算に

おきまして設置をいたしまして、28年度から30

年度にかけまして、毎年度10億円を積み立てる

ということで３年間で、事業の実施期間につき

ましては、32年度までの５年間としております。

日高委員がおっしゃいました地方創生推進事

業、地域振興事業、スポーツ施設整備事業につ

きましては、宮崎創生の加速化という中の柱立

てとしてございました。もう一方の柱立てとし

まして、宮崎新時代へのチャレンジ事業という

ことが28年度当初予算の中でございましたので、

この全体の枠組みとしましては、同様のものに

ついて想定をしておりますが、具体的にそれぞ

れの事業について、幾らということは定めてい

ないということで、それは予算編成の過程にお

いて検討したいということでございます。

○日高委員 ということは、例えば30億円って

いうのは、もともと主としてあるものですが、

これを超えることもあり得ると理解していいの

かなと─ものによっては財源をもっとつぎ込

んで、もっとパイを広げて事業成果、効果を出

すっていうことも一つの戦略としては、当局と

してはあると思うんです。それについて、今言っ

たチャレンジ事業、これを含めた中の４つで大

体絞られて動き出す、それを知事が今回１月下

旬に査定を行う、これ自体が例えば２巡目国体

であれば、今回主要３施設の話があると思うん

ですけれど、それと合わせて、こういう形、い

ろいろリンクされるものなのかっていうところ

も、ちょっとお聞きできれば。

○川畑財政課長 この県営電気事業みやざき創

生基金につきましては、地方創生に資するもの、

またチャレンジ事業ということで、大きな２本

立ての中にスポーツ施設についても一部想定は

しているということではございますけれども、

基本的にはその30億円を、今のところ積み増し

するという予定はございません。なので、この

範囲内で基金という性質からしまして、年度に

よって幾らという枠を決めないという柔軟な使

い方ができるものと考えております。

国体に要する費用について、県有施設維持整

備基金というものもございますので、そちらも

活用しながら、またこちらとの関係も踏まえて、

今後検討していきたいということであります。

○日高委員 30億を５年間で使うっていう問題

ですので─喫緊の問題だと思うんですよね。

であればもう、私なりに考えたんですけど、や

はり国体といった施設の整備が喫緊な課題、も

うことし12月には基本方針が示されて、来年度

中には確実にそれが出てくる。どこに何をどの

ような規模のものをつくって、どれだけ財源が
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必要なのか。もうそこに全部つぎ込んでもよかっ

たのかなって、後から振り返ると正直思ったと

ころでありますが。課長の説明も十分わかりま

したので、いろんな形で効率的に使っていただ

ければと思います。よろしくお願いします。

○二見委員長 ほかにありませんか。よろしい

ですか。

○満行委員 防災訓練ですけれど、防災救急ヘ

リの給油場所とかはどういう設定になってるん

でしょうか。

○福栄消防保安課長 防災救急ヘリの給油場所

ですが、これにつきましては、県内宮崎空港に

大きな給油施設がございますけれども、それ以

外にも新田原基地、あるいは防災ヘリの燃料の

補給場所ということで、新富あるいは北川等に

保管しておりまして、そちら等も想定しており

ますけれども、進出拠点といたしまして、生目

の杜でも給油場所等を設定してるところでござ

います。

○満行委員 想定が日向灘沖の巨大地震なので、

それからするとやはり内陸部に幾つか想定をす

るというか、実際ないといけないんだろうと思っ

て、またそれ詳しく、今後お聞きをしたいと思

います。

あと、備蓄基本指針についてなんですけど、

都城市は後方支援拠点になるという強い方針は

出しておられますが、県は御存じかどうかわか

りませんが、私の認識では、自治体でも備蓄に

関しては、ほとんどないんですよね。大岩田町

の医師会病院が移転をして、その隣には梅北運

動公園、ヘリのすばらしい離着陸場所だと思っ

てたんですけれど、移転をしたらもう医師会病

院を壊してしまって、さら地にしてるんですけ

れど。ああいうところに備蓄倉庫とかあれば非

常にいいんだろうと思うんですけど、なぜか壊

してしまってて。県としては、市町村の役割と

書いてはありますけれども、市町村との関係と

か、備蓄の強い必要性とか、どうなっているの

か、そのあたりちょっと教えていただきたいと

思います。

○平原危機管理局長 各市町村では、現在も備

蓄はそれぞれされておりますが、先ほど言いま

したように、大規模災害を想定したときには足

りないということがございまして。今回この指

針を出しましたのも、やはり各市町村からも、

何らかのそれぞれ役割を定めたものも示してほ

しいという意見もございまして、今回このよう

な形で３日目までの３分の１ずつを県と市町村

でするということでさせていただいたところで

ございます。各市町村ではやはりこれからそれ

ぞれこの指針を踏まえて、今足りない分をどう

するかというのを御検討いただいて、備蓄をし

ていくということになります。その中でどこに

備蓄するかということも御検討いただく、県も

検討していかないといけないことなんですが、

そのような動きになろうかと思います。

○満行委員 絶対的に足りないんですよね、も

う圧倒的に。今おっしゃってるものを達成する

ためには全然足りない状況ですので、やはり危

機感を持って急ぐべきだろうと思いますので、

ぜひ具体的に、都城市だったらこの人口、この

規模だから、これだけのスペース、そしてその

資機材含めて備蓄って、具体的に各市町村ともっ

と細かく今後やっていただきたいと思っていま

す。

県民による備蓄、各家庭の備蓄は、相当有効

だろうと思いますけれども、この啓発ももちろ

んしていただきたい。事業所、自治会─私も

自主防災隊をやってますけれど、各自治会、自

治公民館の集会所に、ぜひ食料の備蓄とか、もっ
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とどんどん市町村と連携をして、具体的に無理

のない、地域で備蓄をする、それがいざという

とき、その地域のためにもなるし、後方支援の

一つとして非常に役立つだろうと思いますので、

ぜひ進めていただきたいと思います。要望にし

ておきます。よろしくお願いします。

○二見委員長 よろしいですか、ほかに。

○坂口委員 国土強靭化計画の地方版とその中

の45項目の中でも一つでしょうけど、この備蓄

は─ここらとの整合性とか市町村との整合性

とか、市町村が確実に３分の１確保することが

担保できるのか。

本県の場合、強靱化地域計画、特にオプショ

ンをつけられていますよね。そこだけはしっか

り、当然もう整合性をとってるでしょうけど、

しっかりそこに整合された計画になってるのか

どうか。

○平原危機管理局長 やはり実際に災害が起

こったときに、当初の緊急時にどうやって対応

するかは、非常に大事なことでございまして。

強靱化といいますとハード面も非常に大事です

が、ここで備蓄ですとか避難ですとか、その辺

のソフト面と一緒になってやっていこうという

ことで、国土強靭化地域計画も進めていこうと

考えております。

○坂口委員 全体で連動しなければ、具体的な

小さいところまで、決して起こしてはならない

事態45っていうのを、地域計画では上げられて

いるわけですから。そこで、食料が途絶えても

水が途絶えてもいかん。そのためにはやはりア

クセスから今言われたハード部分がそれを補完

してっていうか担保してくれるわけですから、

しっかり整合させるっていうことがぜひ必要で

すし、それを前面に出して、初めて今後の国か

らの予算獲得、確保だと思うんです。そこをちゃ

んと説明できるように整合とれるようにしとく

ということが一つと。

それとこれもちょっと小さいことっていうか、

ちょっと外れますけれども、議会に来たり帰っ

たりするときに、宮崎市内では、災害時にみん

なで使ってもいい地下水井戸を指定して、表示

がなされているところがあるんです。いざって

いうときは、飲用には適しないけど雑用には向

くっていう井戸とか、そういうことを仕分けし

てるんだと思うんですけど、とにかく緊急時に

使える井戸の、何か表示がされてます。でもそ

こが、水をくむのはポンプなんです。これはも

う電気がとまることを想定しないと、そんな雑

用水の確保もできないような─恐らく地震想

定でしょうけど、電気が切れたら、井戸があっ

てもまず水をくむこともできないわけで。やは

りガチャポン、何ていうか知らんけど、ガチャ

ガチャやって水をくみ上げる、以前使ってたで

すよね、ほとんどの家庭。あれがセットでない

と、絵に描いた餅になってしまうんじゃないか

なと思うんです。

そこあたりも、やはり強靭化計画の中で、水

は絶対絶やさないとか、特に衛生面に対して必

要な水は確保するんだということもうたってる

わけですから。そうなるとガチャポンぐらいは、

政策誘導的に補助金を出してでも、指定されて

る井戸あたりには設置させていくとか、そんな

ことまでやっていかないと。ほんとにこの強靭

化計画というものと、こういった一つ一つの各

部がやっていくものにつながるソフトっていう

んでしょうか、こういったものが機能しないん

じゃないかと思うんです。そこらのところもぜ

ひ検討していただきたいということ。ほとんど

の井戸が電気によるポンプアップの井戸ですね。

そこあたりをちょっと何らかで把握していただ
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きたいなと。これは要望に終わっておきます。

○中野委員 この備蓄についてですが、満行委

員と重複して申しわけありませんが、この市町

村と県は備蓄する品目が具体的に書いてありま

すよね。また、県民の備蓄の中で自治会につい

て食品と飲料水ということでありますが、これ

家庭における備蓄ですよね。さっきもありまし

たけれども、最低でも３日分ということですが。

何かこの備蓄する物を、具体的に品目をあらわ

すようなことされるんですかね。万が一のとき

には、電気も使えませんから冷蔵庫に幾ら３日

分、４日分入れておっても実際は夏場の暑さで

くさる話ですよね。何かこれを県民に提案され

るときには、具体例が出るんですか。

○平原危機管理局長 県民の皆さんの備蓄につ

きましては、これまでもいろいろ啓発をやって

おりまして、パンフレットとかをつくる中で、

具体的なものは書かせていただいています。や

はり食料品とか水が中心になるんですが、家庭

によってそれぞれ事情が違いますので、高齢者

がいらっしゃるとか、障がい者の方がいらっしゃ

るとかいろいろ違いますし、場合によってはペッ

トを連れて避難されるということまで書いたも

のはお示ししております。指針の中でそこまで

は書いていないんですが、今までの啓発でもやっ

ておりますし、今後ともそういう啓発を続けて

いきたいと考えております。

○中野委員 どれぐらい周知してるんですか。

議員でありながら全く知りませんが、うちの家

族も誰も知らないと思うんですが。沿岸地域の

話なんですか。山間部は余り重視されていない

んですか。

○平原危機管理局長 備蓄は県民全体でしない

と、それぞれ応援をしたりもしないといけなく

なりますので、沿岸だけということではなしに

しておりますが、なかなか全てのところに行き

届いているかどうかわかりませんけれど、パン

フレット等は全世帯には行き渡るように、多分

対応しているかと思います。

○中野委員 それと、この前の防災訓練で具体

的に説明があり、また部長から話がありました

が─我々も案内してもらって現地に行ったん

ですが、私が行ったということは把握をされて

るのかどうかわかりませんが、受け付けぐらい

はされてもよかったんじゃないかなと思いまし

たが。

○平原危機管理局長 御案内を差し上げて、バ

スで移動される方はそういう形でしていたんで

すが、自分で回りますという方は、受け付けを

指定してしまうと、そこに行っていただかない

といけないということもあって、受け付けはし

なかったところでございますが、今後そういう

ことであれば検討したいと思います。

○中野委員 例えば私が行きましたが、その

チェックがされてありましたか。したほうがい

いんじゃないかなと思いますが。

○平原危機管理局長 どの議員が自分で回られ

たかについては、申しわけございませんが把握

しておりません。

○中野委員 私だけではなく、別の議員からも

そういう声が出たものだから、発言させていた

だきました。

○二見委員長 ほかによろしいですか。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、以上をもって総務部

を終了します。執行部の皆様お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時47分休憩
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午前11時51分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。その

他、何かありませんか。

○坂口委員 補足をしておきますけど、国土交

通省の予算が80億円と言ったのは、本県配分で

す。191カ所中185カ所と言ったのは、九州全体

の箇所数です。ちょっと続けて発言したから、

宮崎県内で今度は191も直轄があると思われるか

もしれないから、補足をしておきます。

○二見委員長 ほかにはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、以上をもって本日の

委員会を終了いたします。

午前11時52分閉会


